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令和６年度 八戸市立市民病院 勤務医負担軽減対策 
 

 

１ 基本的な考え方 

良質な医療を継続的に提供するため、勤務医の負担を軽減し、医師確保に努める。 

対策に当たっては、医療安全に最大限の配慮をし、医師の勤務環境改善を進め、医師の過

重な負担を削減するために患者数の適正化を図り、医師、看護師等医療の専門職、事務職員

の現状の業務量、知識・技術を考慮して、責任の所在を明確にしながら医師の指示のあり方、

関係職種間の役割分担を見直し、快適な職場環境、効率的な業務運営を目指す。 

また、「医師の働き方改革」の実施により策定した「医師労働時間短縮計画」の対象医師

については、同計画に基づく取組を着実に進めながら労働時間の短縮を目指す。 

２ 勤務環境の改善 

連続当直を避けるシフトとするため、平成20年度から勤務・出張・日直を挟んだ当直を不

可とした（休日、待機等を挟んだ場合は可。）が、引き続きこの運用の徹底を図る。 

また、産科、小児科、麻酔科、救命救急センターを中心に各種手当の新設、増額を図るな

どして医師増員に努め負担軽減を図ってきた。医師の時間外対応についての処遇改善として、

平成30年4月から医師の診療手当（時間外）の増額を実施し、令和5年4月から救急呼出によ

る手当、宿日直中の診療手当の増額を実施した。 

加えて、平成27年9月に当院敷地内に院内保育園を開設し、夜間保育や病児病後児保育に

も対応するなど、働きながら安心して子育てできる環境を整備したところである。開設時の

定員は30名だったが、平成29年4月には50名、平成30年4月には60名、平成31年4月には75名、

その後増築工事を行い令和2年10月には90名に増員した。今後も積極的な活用の促進を図っ

ていく。 

また、当直者の健康管理のため、当直の翌日は職務専念義務免除としている。 

こうした状況を踏まえながら、今後も医師の確保に努めるとともに、交代勤務制の導入検

討など、医師の負担軽減等に資する対策を講ずるものとする。 

今後の方針 

１．実質的に休暇が取れるような人材確保 

２．交代勤務制の導入検討 

 

３ 患者数の適正化 

地域医療支援病院として、他の医療機関との機能分担による医療連携の推進により外来患

者数の適正化に努めている。平成27年度以降は、外科、整形外科等の外来患者数の減などに

より減少したものの、令和3年度以降は、コロナウイルス感染症による感染症重点医療機関

として多くの新型コロナウイルス感染症患者及び疑い患者を受け入れ、更に令和4年度には

外来化学療法の患者の増加があり、外来患者数は増加傾向にあった。 

令和5年度は初診患者が7.2人減少・再診患者が7.2人増加し4年度から横ばいとなった。初

診患者の減少が大きい診療科は救命救急科（7.3人減）・総合診療科（1.7人減）。初診患者

減少の要因として、救急外来受診患者数の減少及び新型コロナウイルス感染症患者数の減少
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が考えられる。 

再診患者の増加が大きい診療科は外科（5.2人増）・皮膚科（5.8人増）・漢方内科（5.2

人増）。再診患者増加の要因として、化学療法患者の増加や、新型コロナウイルス感染症の

対症療法として漢方の需要増によるものと推測される。 

また、インフォームド・コンセントの徹底が進むなど１人当たりの説明時間や文書作成等

の事務作業が増加したこと、電子カルテ導入により入力業務の負担が増えたことなどから、

医師の外来診療の負担は依然として大きいという指摘がある。 

令和4年10月に選定療養費（非紹介患者初診料・再診加算料）の見直しを実施しており、

今後も慢性期に移行した患者の理解を得ながら転院をすすめるなど、地域の他の医療機関と

の機能分担を明確にし、より一層の連携を図っている。 

 

今後の方針 

１．医療機関相互の機能分担推進による外来患者数の適正化 

２．患者サポートセンターの充実による後方連携の一層の推進 

 

４ 職種間の役割分担の見直し 

良質な医療を継続的に提供していくためには、医師、看護師等の医療関係職、事務職員等

が互いに過重な負担がかからないよう、医師法等の関係法令により各職種に認められている

業務範囲の中で、実情に応じて、関係職種間で適切に役割分担を図り、業務を行っていくこ

とが重要である。 

当院では引き続き、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進につ

いて（H19.12.28付厚生労働省医政局長通知）」などに基づき、以下の取組みを推進する。 

(1) 医師と事務職員等との役割分担 

1) 書類作成等 

① 診断書、診療録及び主治医意見書（介護保険）の作成 

診断書、診療録及び介護保険法に基づく主治医意見書については、最終的に医師

が確認し署名することを条件に、臨床支援士が医師の補助者として記載を代行する

運用を行っているが、代行する臨床支援士の処理能力向上に努めながら、医師の負

担軽減のため、この運用の徹底を図っていく。 

② 診察・検査の予約 

医師の正確な判断・指示に基づくものであれば、臨床支援士が医師の補助者とし

てオーダー入力を代行している。（診察予約以外の代行入力は、医師が最終確認を

行い、電子カルテの確定保存を行うものに限る） 

年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

一日当たり 

外来患者数 

1,087 

人 

1,063 

人 

1,026 

人 

995 

人 

1,000 

人 

1,018 

人 

967 

人 

1,038 

人 

1,093 

人 

1,093 

人 
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2) その他 

書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要でない電話応答、苦情対応や相談窓口の

対応などについては、基本的に医師以外の職員が対応することとしているが、さらに

そうした業務の範囲を拡大しながら、医師の負担軽減を図っていく。 

 

今後の方針 

１．臨床支援士の配置の拡充 

平成20年度に臨時職員７名を雇用して以来、現在64名を配置し、特に医師負担削

減に効果がある部署に配置している。必要性と効果を勘案しながら順次拡大を検討

する。 

 

２．新電子カルテシステムの効率的運用 

医師負担軽減の観点から代行入力等を円滑に進めることができるよう、院内の医

療情報システム運営検討委員会などで、電子カルテシステム運用について随時検討

しており、今後も効率性の向上に努める。 

 

 

(2) 医師と医療関係職との役割分担 

1) 助産師の積極活用 

妊産婦検診や相談及び正常分娩の取り扱い等について、医師・助産師が連携・協力し 

て行うことで医師の業務負担の軽減を進めている。今後、安全･安心な分娩を確保し、さ

らに効率的な運用を図るため、業務の点検を行う。 

2) 看護師等との役割分担 

当院では従来から看護師が積極的に役割分担を推進してきたが、今後さらに医師の事

前指示やクリニカルパスの積極活用により医師の負担軽減を図る。 

その際には医療安全確保の観点から、職場毎の状況に応じ、専門・認定看護師及び特

定看護師の資格等を生かした適切な業務分担を進め、また、医療関係職の能力研鑽のた

め病院内外の研修等の機会拡大に努める。 

① 薬剤投与（予測指示） 

起こりうる病態の変化に応じた医師の事前の予測指示に基づき、実施している。今

後さらに安全に行えるよう研修機会の拡大、個々の職員の能力に応じた適切な実施方

法や看護手順の見直し等を検討する。 

② 静脈注射 

医師または歯科医師の指示のもとに行う静脈注射及び留置針によるルート確保につ 

いては現在も看護師が実施している。今後さらに安全に行えるよう研修機会の拡大、

個々の職員の能力に応じた適切な実施方法や看護手順の見直し等を検討する。 

③ 救急医療等における診療の優先順位の決定 

夜間･休日の救急診療等について、重傷で迅速な診療が必要な患者への対応を確保す 

るため、看護師が診療の優先順位の判断を行っている。今後、より適切な医療の提供
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や、医師の負担軽減、効率的な診療を図るため、院内の具体的な対応方針を整備し、

専門的な知識及び技術を持つ看護師を計画的に育成することを検討する。 

④ 入院中の療養生活に関する対応 

入院患者の療養生活全般については看護師が対応している。今後、一層の効率的な 

病棟運営、患者サービスの向上、医師負担軽減を図るため、医師の治療方針や患者の

状態を踏まえ、治療全般との関係に配慮し、看護師がさらに積極的に対応することを

検討する。 

⑤ 患者及び家族への説明 

医師の治療方針の決定や病状の説明等の前後に、看護師等の医療関係職が、診察前  

の面談による情報収集や補足的な説明を行うとともに、患者及び家族等の要望を傾聴

し、医師と患者及び家族等が十分な意思疎通を取れるよう調整することで信頼関係が

築かれ、ひいては医師負担軽減にもつながる。 

また、高血圧性疾患、糖尿病、脳血管疾患、うつ病（気分障害）等慢性疾患の患者

に対する療養生活の説明は、医師の治療方針に基づいて看護師が行うことで、医師負

担の軽減、効率的な外来運営、患者ニーズに合わせた療養生活の援助に寄与する。 

これらは現在も行われているが、さらに推進することを検討する。 

⑥ 採血、検査についての説明 

採血については現在看護師、臨床検査技師が行っているが、検査の説明は医師の指

示の下に看護師、臨床検査技師が行うことが可能である。 

医師負担軽減のため、看護師、臨床検査技師の適切な業務分担推進を検討する。 

⑦ 薬剤の管理 

病棟の注射薬については、従来から薬局で患者一人ひとりに対して用意するシステ 

ムとなっており安全性の確保、病棟業務の軽減を図ってきたが、病棟での抗がん剤な

どのミキシングは、一部看護師が行っていた。これを平成21年度に見直し、がん化学

療法センターの製剤室を活用し薬剤師の業務分担としている。今後も、更に医師、看

護師との業務分担のあり方について検討する。 

⑧ 医療機器の管理 

臨床工学技士は医療機器の保守点検を行うことができる専門職であり、安全確保の

要になっている。 

現在、医師、看護師が管理している医療機器についても、中央管理または管理移行

するなど臨床工学技士による医療機器管理業務の拡充を図り、医師、看護師の負担軽

減について推進する。 

⑨ 救急救命士による患者の転院搬送 

従来は医師同乗で転院搬送を行っていたが、状態が比較的安定している患者につい

ては、救急救命士が同乗し搬送することで医師の負担を軽減している。 

⑩ その他の医療関係職 

診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士その

他の医療関係職は、医師負担軽減、業務の効率化のため業務の範囲を限定的に捉える

ことなく、他の職種との役割分担見直しについて積極的に検討する。 
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今後の方針 

１．助産師と医師との役割分担 

既に取り組んでいるが、業務を点検し、安全性に十分な配慮の上、正常分娩への

関与などを推進し、一層の医師負担軽減を図る。 

２．看護師との役割分担 

既に取り組んでいるが、安全性の確保のため教育・研修体制の充実に努め、他の

職種との機能分担を見直し、特定行為実践の拡大もすすめ一層の医師負担軽減を図

る。 

３．臨床検査技師との役割分担 

既に取り組んでいるが、採血業務の一層の拡大、臨床検査についての説明、相談

も積極的に拡大し、看護師等との業務分担についても見直して、一層の医師負担軽

減を図る。 

４．臨床工学技士との役割分担 

医師の負担軽減ならびに業務の効率化のため、臨床工学科の充実を図り、医療機

器の操作および保守点検について臨床工学技士の関与を拡大する。 

５．薬剤師との役割分担 

プロトコルに基づく薬物治療管理（PBPM）、処方提案等の処方支援に既に取り組

んでいるが、これを更に強化し、医師の処方に関する負担軽減を図る。 

６．救急救命士との役割分担 

  救急外来業務を目的とした救急救命士を令和2年度より採用。最終的には急患室 

業務、救急・防災業務及び手術室支援業務等の補助をする部門として「救命士科」 

の創設を目指し、医師の負担軽減を図る。 

７．その他の医療関係職 

医師負担軽減、業務効率化のため、他の職種との役割分担の見直しを積極的に進

める。 


